
○大分市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事

業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則 

平成１８年３月３１日 

規則第３０号 

改正 平成２０年３月３１日規則第１８号 

平成２０年１１月２６日規則第６３号 

平成２１年８月７日規則第３９号 

平成２５年１２月２５日規則第１０４号 

平成２７年３月３１日規則第３８号 

平成３０年３月３０日規則第１９号 

平成３０年９月２７日規則第３３号 

平成３０年１０月２２日規則第３５号 

令和３年３月２６日規則第２２号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。)

及び介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予



防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(指定の申請等) 

第２条 法第７８条の２第１項又は法第１１５条の１２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者(法第４２条の２第１項に規定する指定地域密

着型サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス

事業者(法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事

業者をいう。以下同じ。)の指定を申請しようとするときは、／指定地域密着型

サービス事業者／指定地域密着型介護予防サービス事業者／指定申請書(様式

第１号)に省令第１３１条の２の２から第１３１条の８の２まで又は省令第１

４０条の２４から第１４０条の２６までに規定する書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

２ 法第１１５条の２２第１項の規定により、指定介護予防支援事業者(法第５

８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を申

請しようとするときは、指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第２号)に省

令第１４０条の３２に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項又は前項の申請書の提出があった場合において、法第７８

条の２第１項、法第１１５条の１２第１項又は法第１１５条の２２第１項の規



定による指定をしたときは、／指定地域密着型サービス事業者／指定地域密着

型介護予防サービス事業者／指定介護予防支援事業者／指定通知書(様式第３

号)により当該申請書の提出をした者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の指定を受けた者に対し、当該通知書を当該指定に係る事業

所又は施設の見やすい場所に掲示することを求めるものとする。 

(変更の届出等) 

第３条 法第７８条の５第１項又は法第１１５条の１５第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者は、

省令第１３１条の１３第１項又は省令第１４０条の３０第１項に掲げる事項に

変更があったときは、／指定地域密着型サービス事業者／指定地域密着型介護

予防サービス事業者／変更届出書(様式第４号)を市長に提出しなければならな

い。 

２ 法第１１５条の２５第１項の規定により指定介護予防支援事業者は、省令

第１４０条の３７第１項に掲げる事項に変更があったときは、指定介護予防支

援事業者変更届出書(様式第５号)を市長に提出しなければならない。 

３ 法第７８条の５第１項、法第１１５条の１５第１項又は法第１１５条の２

５第１項の規定により指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予

防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、休止した当該事業を再開し



たときは、／指定地域密着型サービス事業者／指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者／指定介護予防支援事業者／再開届出書(様式第５号の２)を市長に提

出しなければならない。 

４ 法第７８条の５第２項、法第１１５条の１５第２項又は法第１１５条の２

５第２項の規定により指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予

防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、当該事業を廃止し、又は休

止しようとするときは、／指定地域密着型サービス事業者／指定地域密着型介

護予防サービス事業者／指定介護予防支援事業者／廃止・休止届出書(様式第６

号)を市長に提出しなければならない。 

(指定の辞退) 

第４条 法第７８条の８の規定により、法第４２条の２第１項本文の指定を受

けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が指定の辞退

をしようとするときは、指定地域密着型サービス事業者指定辞退届出書(様式第

７号)を市長に提出しなければならない。 

(指定の更新の申請等) 

第５条 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事

業者又は指定介護予防支援事業者は、法第７８条の１２、法第１１５条の２１

又は法第１１５条の３１において準用する法第７０条の２第１項の規定による



指定の更新を受けようとするときは、／指定地域密着型サービス事業者／指定

地域密着型介護予防サービス事業者／指定介護予防支援事業者／指定更新申請

書(様式第８号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第７８条の１２、

法第１１５条の２１又は法第１１５条の３１において準用する法第７０条の２

第１項の規定による指定の更新を行ったときは、／指定地域密着型サービス事

業者／指定地域密着型介護予防サービス事業者／指定介護予防支援事業者／指

定更新通知書(様式第９号)により当該申請書の提出をした者に通知するものと

する。 

３ 市長は、前項の指定の更新を受けた者に対し、当該指定更新通知書を当該

指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示することを求めるもの

とする。 

(指定介護予防支援の委託の届出) 

第６条 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定による

指定介護予防支援の一部の指定居宅介護支援事業者への委託をしようとすると

きは、省令第１４０条の３５第１項の規定により、指定介護予防支援委託届出

書(様式第１０号)を市長に提出しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、省令第１４０条の３５第１項に掲げる事項を



変更しようとするときは、同条第２項の規定により、指定介護予防支援委託変

更届出書(様式第１１号)を市長に提出しなければならない。 

(指定等に係る情報の提供) 

第７条 市長は、第２条から第５条までの規定による指定又は届出の受理(以下

この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団

体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、

次に掲げる事項を提供することができる。 

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地 

(2) 事業所等の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所及び役職 

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日 

(4) 事業開始年月日 

(5) 運営規程 

(6) 介護保険事業所番号 

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所 

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

(9) その他市長が特に必要があると認める事項 

(公示) 



第８条 法第７８条の１１、法第１１５条の２０又は法第１１５条の３０の規

定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 介護保険事業所番号 

(2) 事業所等の名称及び所在地 

(3) 事業所等の指定の申請及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及

び住所 

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停

止の年月日 

(5) サービスの種類 

(業務管理体制の届出) 

第９条 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事

業者又は指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の３２第２項又は第４項の

規定による届出をしようとするときは、介護保険法第１１５条の３２第２項(整

備)又は第４項(区分の変更)の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第

１２号)を市長に提出しなければならない。 

(業務管理体制に係る変更の届出) 

第１０条 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス

事業者又は指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の３２第３項の規定によ



る届出をしようとするときは、介護保険法第１１５条の３２第３項の規定に基

づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第１３号)を市長に提出

しなければならない。 

(業務管理体制に係る情報の提供) 

第１１条 市長は、前２条の規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、

当該届出に係る情報を提供することができる。 

(委任) 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２０年規則第１８号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２０年規則第６３号)抄 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則(平成２１年規則第３９号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２５年規則第１０４号) 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２７年規則第３８号) 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成３０年規則第１９号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の大分市指定居宅サービス事業

者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設

の指定等に関する規則様式第１号、様式第９号、様式第１０号及び様式第１２

号並びに大分市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則様式第１号、様

式第３号及び様式第９号の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成３０年規則第３３号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 



２ この規則の施行の際この規則による改正前の大分市指定地域密着型サービス事

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指

定等に関する規則様式第１号、様式第４号、様式第５号及び様式第８号の規定による

用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる 

（施行期日）(平成３０年規則第３５号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の大分市指定地域密着型サービ

ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業

者の指定等に関する規則様式第１号、様式第４号、様式第５号及び様式第８号

の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の大分市指定地域密着型サービ

ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業

者の指定等に関する規則様式第１号、様式第２号及び様式第５号の２から様式



第８号の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

 









 

 



 













 

 



 







 


